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北関東の法律問題〔第３回〕
　 相続・遺言について 　

シンポジウム

司会　こんにちは。それでは、法政策研究所
主催の第３回シンポジウム、『北関東の法律
問題―相続・遺言について』を開催いたしま
す。司会の法学部所属の早野です。よろしく
お願いいたします。今日は、本学の法科大学
院卒業生で弁護士のお三方から各人が扱った
事件についてお話していただきます。それに
先立ちまして、まず、本学法政策研究所の所
長浅羽隆史より挨拶をいたします。よろしく
お願いいたします。

浅羽　どうもこんばんは、浅羽でございま
す。３人の先生方、わざわざ本学へお越しい
ただきましてありがとうございます。どうぞ
よろしくお願いいたします。聴衆の方の人数
は少ないですけども、中身の濃いシンポジウ
ムにしたいと思っております。
　さて、『北関東の法律問題』のテーマで、
今回は３回目になります。こうしたものは、

仮に細々とでも続けていくことに一つ意義が
あると思っています。ただし、続けるという
ことだけを目的にしてしまいますと、マンネ
リになってしまいます。それにつきまして、
本日は相続と遺言という、まさに北関東の
ホット・イシューを、ご覧のとおりまさに新
進気鋭という言葉がぴったりのお三方にお話
しいただきますので心配無用かと存じます。
私自身もきちんと勉強して、何か一つでも二
つでも持って帰りたいと思っています。シン
ポジウムの後半には、質疑応答があります。
せっかくの少人数の利点を生かして、皆さん
の聞いてみたいこととかありましたら、幾ら
でも先生方に聞いていただければと思ってお
ります。
　大変短いですけれども、これであいさつに
代えさせていただきたいと思います。先生
方、どうぞよろしくお願いいたします。
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司会　浅羽先生、どうもありがとうございま
した。それでは、早速シンポジウムに入りた
いと思います。私のほうから今日の報告者を
紹介させていただきます。皆さん、白鷗大学
の法科大学院の卒業生であります。皆さんか
ら右側の先生ですが、竹澤隆弁護士です。よ
ろしくお願いします。そして、続きまして飯
塚文子弁護士です。よろしくお願いします。
そして最後に、本学のロースクールの教員で
もあります新井弘明弁護士です。よろしくお
願いします。
　それでは早速、新井先生からお話をしてい
ただこうと思います。大体、１人10分ぐらい
お話いただき、最後の30分を質疑応答という
形で進めさせていただきたいと思います。最
後に質問等をしていただくことになりますか
ら、レジュメ等に書き留めておいていただけ
るとありがたいです。それでは、よろしくお
願いいたします。

新井　弁護士で、白鷗大学大学院法務研究科
講師をしております、新井弘明と言います。
どうぞよろしくお願いします。今日は『北関
東の法律問題』、副題が『相続・遺言につい
て』ということなので、相続・遺言という分
野における弁護士の仕事や役割についてお話
したいと思います。弁護士の仕事というと、
一般の方は、紛争の真っ只中に入り、その紛
争を解決する、というイメージが強いかもし
れません。確かに、そのような仕事もありま
す。しかし、そのような仕事以外の仕事も多
くあります。今回の相続・遺言という分野で
も、紛争が生じる以前の段階における役割と
いうものがあり、今日は、その辺りの弁護士
の仕事内容について、私が取り扱った事例を
基にして、紹介させていただきたいと思いま
す。今日は、学生もいるので、基本的な制度
や用語の説明などもしながら、お話したいと
思います。
　まずは、ケースの概要について、ご説明い

たします。レジュメをご覧ください。『Ｘは
未婚で一人暮らし、無職の中年男性です。自
宅は持ち家で、自宅近くにはきょうだいや親
戚が暮らしています。Ｘには不動産や預貯金
などの財産がありました。Ｘが死亡した場
合、Ｘを相続するのは、そのきょうだいのみ
です。ところが、Ｘはきょうだいで、唯一の
相続人となるＹと不仲で、Ｙに財産を残した
くはなく、身の回りの世話をしてくれている
近くに住む親戚Ｚに財産を渡したいと考えて
いました。このような状況において、Ｘの財
産関係を含むＸの死後のことについて、Ｘか
ら相談がありました』これがケースの概要で
す。その時点で、法的な紛争というものは起
きていません。顕在化していないというのが
正確かもしれません。
　もう一度、レジュメをご覧下さい。Ｘさん
からは多くの質問がありました。その中か
ら、幾つかを取り上げ、その質問に対してど
のように答えていったのかなどについて、順
にお話させていただきます。相続に関して
は、特に学部生の方は、まだしっかりと勉強
できていない分野のように思いますで、相続
とは何か、というところからお話します。亡
くなった人を被相続人と言いまして、その被
相続人の財産を一定の範囲の人が承継すると
いう制度が相続です。そして、被相続人の
財産を承継する人のことを相続人と言いま
す。民法では、この相続について、896条で、

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の
財産に属した一切の権利義務を承継する。た
だし、被相続人の一身に専属したものは、こ
の限りではない。」と規定しています。相続
については大きく２種類があり、一つは、遺
言相続、もう一つは、法定相続と呼ばれるも
のです。この二種類の相続を簡単に説明する
と、自分の意思で財産を処分するというのが
遺言相続、そうでないのが法定相続というこ
とになります。法定相続における相続人のこ
とを、法定相続人と言いますが、今回のケー
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スにおける法定相続人は、Ｘさんのきょうだ
いであるＹさんになります。どのような立場
の人がどのような割合で相続するのかについ
ては、民法900条に規定されています。
　ＸさんはきょうだいであるＹさんが法定相
続人であること、そして、自分が死亡した場
合に法定相続人であるＹさんが財産を承継す
ることになることについて、私に相談する以
前から知っていたようでした。だからこそ、
このままでは自分の財産がYさんへ承継され
ることになるので、それを避けたいと考えて
いたのです。そこで、Xさんがご自身で調べ
て知ったのが、相続放棄という制度です。Ｘ
さんは、相続放棄制度について質問をしてき
ました。
　相続放棄というのは、相続することを拒否
するもので、その制度について、Ｘさんに説
明をしました。被相続人の財産を承継するこ
とは相続人の絶対的な義務ではありません。
ですから、自分の意思で相続を拒否すること
もできるわけです。相続放棄はいつでもでき
るわけではなく、相続放棄ができる時期とい
うものがあり、被相続人が亡くなった後でな
ければ相続放棄することはできません。Ｘさ
んの考えとしては、Ｙさんに相続放棄しても
らい、Ｘさんの財産がＹさんに承継されない
ことを確実にしたいという気持ちでした。と
ころが、まだＸさんは存命中ですので、相続
放棄をＹさんがすることはできないことにな
ります。ですから、Ｘさんには、相続放棄に
よって、Ｘさんの財産をＹさんに承継されな
いようにするということはできないというこ
とも説明しました。
　では、Ｘさんの希望どおり、Ｘさんの財産
をＹさんに残さないためにはどのような方法
があるのかを考えていくことになります。そ
の方法として考えられるのが、遺言です。こ
の遺言という方法をＸさんに紹介したとこ
ろ、実は遺言についても、Ｘさんは既にご自
身で調べて知っていました。Ｘさんによる

と、Ｘさんは遺言の制度を知っているだけで
はなく、自分で遺言書を作成し、自分で保管
しているということでした。ただ、Ｘさんに
は、自分の書いた遺言書が法律的に有効なも
のになるのか、自信が持てないということで
した。
　遺言は、相手方のない単独行為で、決めら
れた方式に従ってなされなければならない要
式行為です。民法が遺言を要式行為としたの
は、真意であるかどうかを判断できるように
すること、慎重な意思表示を求めること、偽
造や変造をしにくくすることなどの理由から
です。この遺言は、方式によって大きく２つ
の種類に分けられます。一つは、普通方式の
遺言で、通常時にすることができる遺言で
す。もう一つは、特別方式の遺言で、特別な
要件を充たすときにできる遺言です。多くの
方は、普通方式で遺言をされます。中でも、
法律相談で相談を受けるのは、自筆証書遺言
と呼ばれるものと、公正証書遺言と呼ばれる
ものです。自筆証書遺言というのは、遺言者
が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これ
に印を押すことによってする遺言です。民法
では、968条で規定されています。他方、公
正証書遺言は、証人２人以上の立会のもと
で、遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口
頭で伝え、公証人が遺言者の口述を筆記し、
筆記したことを遺言者及び証人に読み聞かせ
るなどして完成される遺言を言います。民法
では、969条で規定されています。
　Ｘさんの遺言は、今紹介した遺言のうち、
自筆証書遺言にあたります。Ｘさんの一番の
不安点は、自分で手書きしたものであっても
法律的に有効なのかどうかという点でした。
手書きであっても、法律が定める方式に則っ
ていれば、有効ということを説明しました。
ただ、Ｘさんからの相談は電話での相談で
あったため、Ｘさんが作成した遺言書の現物
を見ることはできませんでした。ですから、
先ほど説明した方式に則って作成されたもの
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かどうか確認できず、直ちに有効・無効の回
答をすることはできませんでした。Ｘさんは
そのことを納得された上で、遺言でどんなこ
とができるのか、どういう人ができるのかと
いう質問をされました。遺言では、法的に拘
束力があるかどうかは別問題ですが、いろい
ろなことができます。相続に関することとし
て、例えば財産を他人に渡すということがで
きます。このように、遺言者が遺言によって
する財産の無償譲与のことを遺贈と言いま
す。このほか、相続外のこともできます。例
えば認知などもできます。また、遺言は、15
歳に達すればできます。Ｘさんは年齢的にも、
問題なく遺言ができるということになりま
す。
　財産を残したくない人がいれば、その人以
外の人に財産を残すため、遺贈するという方
法があります。しかし、それですべて解決さ
れるのかというと、それで終わらない場合が
あります。そうしたことについても、説明が
必要な場合があります。私の場合、実際相談
を受けたケースでは、必ずしも必要ではない
と思われる制度についても、説明をしておか
なければ誤解を招きかねない部分について
は、なるべく説明するようにしています。今
回のケースでいうと、遺留分という制度がこ
れにあたります。遺留分というのは、後で報
告される先生からお話されるかもしれません
が、先にお話しさせていただくと、相続財産
の一定割合を相続人が確保する制度です。た
だし、全ての法定相続人が対象ではありませ
ん。ですから、一定の範囲の法定相続人だけ
が遺留分を有するということになります。そ
の一定範囲というのは、兄弟姉妹以外の法定
相続人が遺留分を持つ、遺留分権利者という
ことになります。今回のケースでは、Ｙさん
はＸさんからすると兄弟姉妹にあたりますの
で遺留分を有しないということになります。
したがって、Ｘさんとしては、遺留分を気に
せず、財産を残したいと考える人に遺贈をす

れば、所期の目的を達することができるとい
うことになります。そのことについても、説
明をしました。
　その後は、遺言について、もう少し形式を
整えた形にしたいというのがＸさんの意向で
したので、先ほど説明した遺言の方式、そし
て、その特徴などを踏まえて、どうするか考
えてもらいました。自筆証書遺言と公正証書
遺言については、長所、短所をそれぞれ説明
していいました。両者の長所、短所について
は、一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺
言とでは、長所、短所が裏返しになると言わ
れます。そうした点を説明していきました。
具体的には、自筆証書遺言については、簡単
で速い、安い、秘密性もあるという特徴があ
りあす。ただ、偽造の危険があるなどの短所
があります。それに対し、公正証書遺言は手
続きが面倒で費用もかかり、秘密確保の点に
も自筆証書遺言と比較すると難があると言わ
れたりします。ただ、やり方によっては秘密
も確保されるようには思います。とはいえ、
公正証書遺言は、偽造はされないし、保管も
楽で、万一紛失したとしても公証役場に行っ
て情報検索してもらえば出てくるという長所
はあります。何を重要視するかは人それぞれ
ですので、こうした説明の上で判断をしても
らうことになります。今回も、以上のような
説明をしたところ、Xさんとしては、公正証
書遺言を新たに作成するということを選択さ
れました。
　そのほかのＸさんからの質問としては、『自
分より先に財産を譲り受ける受遺者であるＺ
が死亡した場合どうなりますか？』というも
のがありました。受遺者は、遺言者死亡時に
存在している必要があります。ですから、せっ
かく作成した遺言書も、遺言者よりも先に受
遺者が死亡してしまえば、その部分に関する
遺言は失効してしまうことになります。Ｘさ
んとしては、受遺者のＺさんに財産を残した
いという気持ちだけではなく、Ｙさんには渡
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したくないという気持ちもありました。そこ
で、予備の受遺者を指定しておくことにしま
した。そのほかのＸさんの遺言の内容として
は、一般的な事柄として、祭祀承継者の指定
というものをしました。これは、Ｘさんが亡
くなった後、自分の墓を守ってくれる人を遺
言で指定するというものです。そのほかにも
種々の遺言事項がありましたが、主なところ
は今お話ししたとおりです。
　公正証書遺言作成の大まかな流れですが、
弁護士が遺言者から遺言の作成依頼を受ける
と、まずは弁護士が遺言者からその意向を確
認し、遺言書の文案を作成します。その後、
公証人が公正証書遺言の案を作成します。公
証人がこの案を作成するまでの期間は、経験
上、簡単なものですと、特に急がなければ１
週間から２週間程度で公正証書遺言の案がで
きあがります。この公正証書遺言の案ができ
あがれば、あとは、一定の場所に関係者が集
まって遺言書を作成することになります。
　最後に、遺言や相続について、この辺りの
地域の特性を挙げさせていただくと、不動
産、特に土地を多くお持ちの方が、遺言、あ
るいは被相続人になられるというのが多い点
でしょうか。そして、その土地が農地であっ
たり、それほど経済的な価値がなく、それを
奪い合うというよりも、むしろ、それを誰が
引き受けるか、どう処分するのかということ
に頭を悩ますという点が挙げられるように思
います。私のほうからは以上です。ご清聴い
ただきありがとうございました。

司会　どうもありがとうございました。それ
では、飯塚さん、よろしくお願いいたします。

飯塚　弁護士の飯塚です、よろしくお願いし
ます。先ほど新井先生からは、争いになる前
に遺言書を作っておくというお話がありまし
たけれども、私がお話しするのは、既に争い
になってしまった後に、それをどう解決して

いるか、そういう中で、今日は、遺産分割調
停で解決した事案というのを一つご紹介した
いと思います。
　事案の説明に入る前に、遺産分割調停がど
ういうものか、その説明を簡単にしたいと思
います。
　遺産相続の場面では、財産を残して亡く
なった方のことを「被相続人」と言います。
被相続人が生きている間に遺言書を残してお
いてくれれば、その内容に従って相続財産を
分けることになります。しかし、遺言書がな
かったり、遺言書があっても、その内容では
全ての相続財産を分けられない、その分け方
を決められないという場合は、相続人が話し
合って相続財産の分け方を決める必要があり
ます。相続人同士で話し合いがうまくいけ
ば、それに越したことはないんですけれど
も、中には相続人同士で感情的になってし
まって話し合いすら全くできなかったり、誰
がどの財産を取得するかというところでもめ
てしまって話し合いがまとまらないというこ
ともあります。そういった場合に利用するの
が、家庭裁判所の遺産分割調停という手続き
です。
　遺産分割調停を申し立てる場合は、申し立
てた人以外の相続人が住んでいる場所を管轄
している家庭裁判所で手続を行います。遺産
分割調停以外の全ての調停において言えるこ
となんですけれども、調停は原則として相手
方の住んでいる場所を管轄する裁判所に申し
立てる必要がありますので、仮に相手方が小
山市に住んでいれば宇都宮家庭裁判所栃木支
部、足利に住んでいれば宇都宮家庭裁判所足
利支部、東京に住んでいれば東京家庭裁判所
になります。相手方がもし複数居て、宇都宮
と大宮に住んでいるというような場合であれ
ば、宇都宮家庭裁判所でもさいたま家庭裁判
所でも、どちらでも大丈夫です。家庭裁判所
に調停を申し立てた場合には裁判所のほうで
調停の期日を指定してくれます。その指定さ
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れた期日に裁判所に行って、話し合いをする
ということになります。相手方の相続人に対
しても、裁判所から、いついつ調停が開かれ
るので来てくださいという呼び出しが書面で
送られます。
　それで、実際の調停がどういうふうに進む
かなんですけれども、実際に経験する方とい
うのは少ないと思うので、それもちょっと説
明したいと思います。調停は、話し合いをす
るための手続きなんですけれども、当事者同
士が直接会って話し合うということはしませ
ん。大体６畳か８畳ぐらいの部屋に当事者が
１人ずつ入り、その部屋にいる調停委員とい
う人を相手にしゃべることになります。調停
委員は２名いて、それに裁判官１名を合わせ
て３名で調停委員会というものを構成してい
ます。通常、裁判官は調停室にいませんが、
調停委員から話し合いの経過について報告を
受けますし、必要に応じて調停室に入って当
事者に話をすることもあります。こういった
調停は、月に１回くらいのペースで開かれる
ので、話し合いがなかなかまとまらないと、
すぐに１年、２年と経ってしまうこともあり
ます。調停委員は相続人の方たちから事情を
聞いたり、必要があれば資料を出してもらう
こともして、遺産をどういうふうに分割して
いくのか話し合いを進めていきます。具体的
には、レジュメの⑷に書いたようなことを決
めながら、遺産の分割を進めていくというこ
とになっているようです。
　この中で争いになりやすいとすれば、④、
⑤、⑥、⑨ということになるかと思います。
例えば④については、遺産の評価ということ
ですけれども、特に不動産の評価が問題にな
ることが多いです。時価で評価できればいい
んですが、時価が分からないとか、はっきり
しないことがほとんどなので、固定資産税の
評価額を基準にすることもあります。⑤につ
いては、今回問題になっていることなので、
これについては後で説明します。⑥は、寄与

分といって、一つの法律上の問題なんです
が、それも説明するとちょっと長くなるので
今回は省略します。⑨についてですが、遺産
分割方法にはどういうものがあるかという
と、大きく分けて現物分割、換価分割、代償
分割という方法があります。現物分割という
のは文字通り、現物を分けるということで、
例えば、土地建物は長男に、預貯金は次男に
というふうに、遺産そのものを現物で分ける
方法です。ただ、この場合だと法定相続分ど
おりにきっちり分けるということがなかなか
難しいので、お金で調整する必要も出てきま
す。換価分割は、遺産を売却してお金に換え
た上で分けるという方法です。代償分割とい
うのは、例えば土地建物は長男が取得する
代わりに次男に300万を支払うというように、
相続分以上の財産を取得した人が、その代償
に他の相続人に自分の財産からお金を払った
りする分け方です。
　今回ご紹介する事案について、簡単に内容
を説明したいと思います。相続関係図はレ
ジュメの２ページ目に書いてあります。被相
続人がＡで、それ以外のB、C、D、Eの４
名が法定相続人ということになります。いず
れもＡの子どもなので、法定相続分はそれぞ
れ４分の１ずつになります。Ａの遺産として
は土地と預貯金がありました。土地は固定資
産評価額で大体1000万円ぐらいの価値があっ
て、預貯金もいろいろな所にあったんですけ
れども、合計で5000万円ぐらいありました。
Ａは公正証書遺言を残していたんですが、土
地を長女にあげるというようなことしか書い
ていなかったので、それ以外の預貯金をどう
するか相続人の間で話し合いをする必要があ
りました。ただ、当事者同士では話し合いが
全くつかなかったので、長男のBという人が
家庭裁判所に調停を申し立てました。当初は
B、C、D、Eの誰も弁護士を付けずに本人
で調停の手続きをやっていたんですけれど
も、１年以上調停を続けても解決できません
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でした。そうしたところ、裁判所から弁護士
を付けるように勧められたそうで、このDと
E、三男と長女がうちの事務所のほうに相談
に来て、うちの事務所で受任することになり
ました。
　この事案で問題になっていたことはいろ
いろあったんですけれども、最終的に争点
になったのは、Dという三男がＡから生前に
1000万円ほど贈与されていて、それを遺産分
割の中でどう調整するかということでした。
　このように生前に財産を受け取っていた場
合、特別受益が問題になってくるんですが、
それについて説明したいと思います。相続人
が複数いるような場合には、そのうちの誰か
が被相続人から生前に財産を贈与されていた
り、遺言書の中で遺贈を受けるという場合が
あります。そのように生前に財産をもらって
いる相続人と、それ以外の何ももらっていな
い相続人を同じように扱って法定相続分どお
りに分けるとすると、不公平が生じることに
なります。そこで、民法では、相続人間の平
等を図るために、生前贈与などの特別な受益
を相続分の前渡しと見て、相続分を決める中
で、計算上、その贈与の金額をいったん相続
財産に加え、具体的な相続分を出すようにし
ています。今回の事案ですと、三男がもらっ
た生前贈与1000万円と長女が遺言書でもらっ
た土地が特別受益として扱われることになり
ます。もし、この生前贈与を特別受益として
考慮しない場合、預貯金5000万円を４人で分
けるということになってしまうので、１人当
たり1250万円ずつとなります。そうなると、
三男と長女の方はトータルで多くもらってい
るので、長男と次男にとっては不平等という
ことになってしまいます。
　こういった生前贈与を特別な受益として持
ち戻して計算をした場合に、どういうふうに
計算をするかというのも一つ問題なんですけ
れども、レジュメには簡単に計算方法を書い
ておきました。今回の事案ですと、預貯金が

5000万あって、土地が1000万円あって、生前
贈与も1000万円あるので、これを全部合計す
ると7000万円ということになります。これが
いわゆるみなし相続財産と呼ばれるものなん
ですけれども、これを法定相続分の４分の１
で分けると、１人当たり1750万円で、これを
もとにそれぞれの相続人の具体的な相続分と
いうのを計算します。長男と次男は何も生前
贈与を受けてないので、1750万円を受け取る
ということになります。三男は生前贈与とし
て1000万円を既に受け取っているので、この
1750万円から1000万円を引いた750万円を受
け取るということになります。長女も同じよ
うに1000万円相当の土地を取得するので1750
万円から1000万円を差し引いた750万円を受
け取るということになります。こういうふう
に特別受益があった場合には、計算をして相
続人の間で不平等を生じないようにすること
が多いです。
　今回の事案でも、長男と次男は生前贈与に
ついて持ち戻し計算をするように主張をして
いました。これに対して、三男と長女の方は
それを反対していました。特に長女は、自分
の土地の遺贈分を持ち戻し計算しても構わな
いけれども、三男の生前贈与は持ち戻しをし
ないようにと強く主張していました。そのよ
うに主張していた理由というのは、これまで
の家族関係というのがあったようです。詳し
い話はちょっとあれですけれども、基本的に
その三男が今まで両親の面倒を見ていたとい
うことで、長女としてはいろいろ面倒を見て
きた三男に多く遺産を取得させたいという希
望があったようです。面倒を見てきたからと
か、そういった事情を考慮するのは寄与分と
いう形で考える方が多いんですけれども、今
回の事案の場合は、Ａの財産は夫から受け継
いだものがほとんどで、夫の財産というのは
長男と経営していた会社の収入から得たもの
が多かったようで、仮にこの三男が寄与分と
いう話を持ちだすと、長男も同じように寄与
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分ということを言ってくる恐れがあるので、
依頼者としては寄与分の主張はしないという
ことでした。
　そこで、三男の1000万円の生前贈与を持ち
戻ししない方法があるのかというのが問題に
なります。これについては、民法の903条３
項で、被相続人が特別受益の持ち戻し免除の
意思表示をしたときには、遺留分の規定に反
しない限り、その意思表示に従うという定め
があります。これは生前贈与や遺贈をその人
の特別な取り分として与えようとする被相続
人の意思を尊重しようという趣旨で定められ
たものだそうです。今回の事案では、この特
別受益の持ち戻し免除の意思表示が認められ
るかどうかが争点になりました。
　持ち戻し免除の意思表示のやり方について
は、法律上決められているものはありませ
ん。生前贈与については、もちろん何か書類
で残しておいてもいいんですが、黙示の意思
表示といって、本人はそういうふうな意思表
示をしていただろうと推測できるということ
でも大丈夫です。一方、遺贈については、い
ろいろ説はあるようですが、遺言書で誰かに
財産をあげるというのであれば、持ち戻しも
しないように遺言書で書いておく必要がある
のではないかというのが多数説のようです。
本件の場合、生前贈与について持ち戻しをし
ないようにという明示の意思表示はありませ
んでした。そこで問題になるのが、黙示の意
思表示があったといえるかどうかなんですけ
れども、そういった黙示の意思表示を主張す
るのはなかなか難しいところがあります。そ
ういった意思表示があったことを推測させる
ような事情を積み上げていき、主張を書面で
も提出して、証拠も幾つか集めて裁判所に提
出しました。もちろん、そういった主張に対
して、長男や次男から反論はあったんですけ
れども、最終的には、これ以上調停を長引か
せたくないと当事者たちも考えていたので、
お互いに譲歩できないかという裁判所からの

勧めもあり、特別受益の点についてどうする
かというところを中心に話し合いを進めまし
た。
　最終的な合意では、三男の生前贈与1000万
円のうち500万円のみを持ち戻し計算して、
残りの500万円は持ち戻ししないということ
で決着することができました。もちろん、最
初、三男は抵抗していたんですけれども、仮
に調停でうまくいかない場合に、次の手続き
は遺産分割審判という手続きになるんです
が、審判の手続きですと裁判所が証拠に基づ
いて認定をすることになるので、こちらの主
張を認定してもらうには証拠的に薄いという
ところもあったので、何とか説得して、この
程度の譲歩で解決をしましょうということで
納得をしていただけました。分け方について
は、通帳を全て三男が保管していたので、三
男がいったん全てを相続し、代償金という形
で長男、次男、長女に支払うことに決めまし
た。こういう分け方をしたのは、預貯金の払
い戻しの手続きをする際に、誰か１人が代表
で手続きをしたほうが簡単で速いというとこ
ろもあります。この払い戻し手続きについて
も、うちの事務所が銀行に一緒に行き、長男
たちへの代償金の支払いと送金手続きを同時
にやりました。
　この遺産分割調停ですが、感想としては、
やはり相続の問題はどれもそういう点がある
んですけれども、昔の話を持ちだして、小さ
い頃はああだった、こうだった、兄妹はああ
いうふうにしてもらっていたとか、そういう
ことから話をしたがるところがあるので、こ
ちらが聞きたい事情を聞き出すのがなかなか
大変でした。あと、相続の中で一番難しいの
は話の持っていき方です。既に争いになって
しまっていると、皆さん、かなり感情的になっ
ていて、特に兄妹間だと、かなりそういった
ところが強く、そこでうまく話を持っていく
のが難しかったところです。ただ、最後、ちゃ
んと解決できたときには、苦労した分、本当
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に良かったなと思いました。遺産分割の問題
は、争いになってしまってから解決する場
合、調停の手続きも基本的に長くなってしま
うことが多いので、相続が発生する前にきち
んと遺言書で決めておくなどしておいたほう
がいいのかなと私は思いました。以上です。

司会　ありがとうございました。続きまし
て、竹澤さん、よろしくお願いいたします。

竹澤　弁護士の竹澤と申します。
　まず、前提ですけれども、ＸとＹは姉と弟
の関係にあり、共にお父さんであるＡとかつ
ては一緒に仕事をしていました。しかし、Ｘ
は、事務所の備品を勝手に使ったり、事務所
の費用でガソリンを入れたりなどの公私混同
があって、Ｙは、以前からＸのことを良くは
思っていませんでした。事案の概要ですけれ
ども、Ａは、土地と建物を所有しており、そ
のうちの建物の一部を士業、例えば弁護士と
か司法書士とか税理士とか、そういう業務の
事務所として使用していました。事務所とし
て使用していたその建物のことを、これから

「本件建物」と呼びます。Ｙは、Ａと同じ資
格を取って数年間、他の事務所で修行してき
て、やがてＡの事務所で共同で業務を行うよ
うになりました。その後、Ａは、脳梗塞で倒
れ、業務を行えなくなったため、Ｙが、その
跡を継ぎました。Ａは、平成21年８月に本件
建物とその土地をＹに贈与し、Ａがその年の
10月に死亡する直前、正確には亡くなった当
日なんですけれども、その贈与を実行して登
記名義をＹに変更しました。これに対し、Ｘ
が、Ｙに対し、Ｘへの所有権移転登記手続き
を求めたのが本件です。所有権移転登記手続
きを求めた根拠は、Ａが平成19年に本件建物
をＸに相続させるという遺言をして、かつＹ
への贈与が無効ないし不存在だというもので
した。
　Ｘの主張についてですが、Ｘの請求が認め

られるためには、Ｘの遺言が有効でなければ
なりません。また、Ｙへの贈与が無効とか不
存在でなければなりません。というのは、民
法1023条では、遺言と抵触する行為がなされ
た場合には、遺言は撤回されたとみなされる
ため、Ｙへの贈与というＸへの遺言と抵触す
る行為があると、Ｘへの遺言は撤回されたと
みなされるからです。
　まず、Ｘへの遺言の存在についてです。Ｘ
は、Ａが平成19年に入所中の施設で、本件建
物をＸに相続させるという遺言書を作成した
と主張しています。Ｘの主張によると、遺言
書を作成した経緯は次のとおりです。これは
あくまでもＸの主張ということで、Ｙはそれ
に対して後で述べるような反論があります。
　Ａが保険金の受取人になっている保険があ
り、Ｙはその保険金の受取人をＡからＹに変
更することを求めました。しかし、Ａはこれ
を断りました。Ｙは、Ａが受取人の変更をし
なかったことから、自宅に一時帰宅する予定
だったＡを帰宅させないということを行いま
した。Ａは、本件建物を含む全ての土地建物
をＹに相続させる公正証書遺言を作成してい
ました。Ａは、それにもかかわらず、さらに
保険金の受取人をＹに変更することを求める
とは、なんと欲深いんだと憤慨したというこ
とです。その憤慨から、Ａは、Ｘに紙とペン
を持ってくるようにと言いました。紙とペン
を持ってくるように言われた理由が分からな
かったため、Ｘは、表面に歌詞が書いてあっ
て裏面が白紙になっている歌詞カードとペ
ンを渡したそうです。Ａは、その裏面に本件
建物をＸに相続させるという内容の遺言を書
き、指印を押したということです。Ａは、Ｘ
にその遺言書を写真立てに入れて保管するよ
うにと言って、Ｘは、これに従って保管して
いたということです。Ｘの主張によると、他
にもＡとＹ、ＡとＹの妻の仲が悪くて、以前、
Ｙへ相続させる公正証書遺言をしていました
が、それを撤回するような動機があったとい
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うことです
　次に、Ｙへの贈与が無効ないし不存在であ
ることについてです。登記申請書には、「登
記原因証明情報」と「登記手続きの委任状」
を添付します。Ｙへの贈与の意思表示は、そ
の「登記原因証明情報」と「登記手続きの委
任状」に署名、押印することによってされて
います。Ｘは、その署名、押印はＹが勝手に
無断でしたもので、偽造であってＹの贈与は
無効ないし不存在だと主張していました。一
度、Ｙは、その贈与の登記が錯誤によりなさ
れたということを認め、登記名義をＡに戻す
というような手続きを途中まで取っていまし
た。そのことをとらえて、Ｘは、Ｙが贈与の
無効などを自ら認めたというような主張をし
ていました。
　Ｙの主張です。逆に、Ｙは、Ｘへの遺言書
が偽造によるものであり、無効であるという
主張をしています。偽造だという根拠として
は、遺言書本文の文字や署名が通常Ａが書く
文字の書体と異なっている点が挙げられま
す。また、遺言書の中には同じ文字が複数出
てきますが、その書体が統一されておらず、
複数の者によって書かれたものであるという
ものです。さらに、押してあった指印はつぶ
れているし、比べるものがなく誰のものか分
からない、そもそもAは士業にあった者であ
り、今までに指印を押したことは一度もない
し士業にある者がそのような指印を押すこと
はない、遺言書は童謡の歌詞カードの裏紙に
書かれており、そのような所にＡが遺言を書
くはずがないというものでした。
　次に、Ｙへの贈与がなされていることにつ
いてです。Ａは、８月１日にＹの家に外泊し
ました。その際、Ａは、先ほどの登記申請書
の添付書類に署名、押印して、Ｙへの贈与の
意思を表示しました。Ａは、脳梗塞を患って
いたので、字を書くことができることはでき
ましたが、手元がおぼつかず、そういう添付
書類は失敗が許されないため、Ｙが、手を添

えて書いたということです。あくまでも、Ｙ
が勝手に書いたのではなくて、Ａが書くとき
に手を添えて、補助的に力添えをしたという
ものです。そもそも、Ｙには全財産を相続さ
せるという公正証書がありましたが、それに
もかかわらず、さらに贈与の手続きを取ると
いうのは、Ｘの今までの行状から、公正証書
遺言があったとしても、安心できないという
ものでした。先ほど述べたように、Ｘは、事
務所の備品を公私混同して使ったりというよ
うな事情があったので、Ａもこの先、相続に
なれば何かトラブルがあるだろうから、生き
ているうちに解決しておこうと思ったという
ことです。その後も、Ａは、名義変更手続き
はどうなっているか、名義は書き変えたかな
どと、心配してＹに確認したそうです。Ｙと
しては、なるべく登記名義の変更を遅らせた
いという事情がありました。というのは、死
亡から１年以内に贈与が実行された場合に
は、相続の場合と同様に、贈与税ではなく相
続税の対象となって税金が掛からなかった
り、著しく少ない税金で済んだりするという
事情があったからです。Ｙとしては、親子の
情から当然ながら、少しでもＡに長く生きて
ほしいと思っており、そのため贈与の実行を
遅らせなければならないと思っていました。
それで、ＹはＡが危篤になった死亡当日に登
記名義を変更しました。先ほど、Ｙが錯誤を
認めたという話をしていましたが、Ａは、数
年前に、Ｙと公証役場に行って、Ｙに全ての
財産を相続させるという遺言をしていまし
た。そこで、Ｘが強く登記名義の変更を求め
るのであれば、一度Ａの所に登記名義を変更
した上で、また後でゆっくり解決しようと思
い、Ｘの要求に応じて錯誤を認め登記を戻す
手続きをしようと思ったということです。た
だ、その手続きは途中で終わっていました。
Ｙは、登記名義を戻すのに必要な書類を作成
していましたので、Ｘ自身が、その登記手続
きを進めなかったのが原因かと思われます。
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　立証の問題ですが、Ｘは、遺言が真正に成
立したと主張していますので、これを立証し
なければなりません。Ｘは、当然ながら、そ
の立証のためにその遺言書を証拠として提出
しました。先ほど自筆証書遺言について新井
先生のほうから話がありましたが、自筆証書
遺言の場合には、裁判所で検認の手続きを取
らなければなりません。その検認の手続きの
時に、Ｘは、Ａは左手が不自由だったので右
手の親指で指印を押したと思いますが、よく
覚えていません、などと陳述して、その旨の
調書が作られていました。Ｘは、この調書も
証拠として提出していました。
　次に、Ｙの立証です。Ｙは、贈与がＡの意
思に基づいてされたことをまず立証しなけれ
ばなりません。先ほど述べたように、贈与の
意思表示は、登記申請の添付書類に署名、押
印することによってされています。これらの
添付書類というのは、一定期間、法務局に
保存されます。私は、Ｙと一緒にデジカメを
持って法務局に行って、その添付書類を写真
に撮ってきて、これを証拠として提出しまし
た。また、Ｙには、公証役場から、Ｙに相続
させるという内容の公正証書遺言を取り寄せ
てもらい、証拠として提出しました。さらに、
ＹがＡの後継者であることを示すように、Ａ
とＹの名前が書かれた事務所の名刺や封筒、
士業の登録情報を証拠として提出しました。
登録情報には、ＹがもともとＡの開設する事
務所に勤務していたこと、その後、その事務
所がＹ自身の開設する事務所に変わったこと
などが記載されていました。
　Ｘへの遺言書は、Ａが施設に入所している
間に作成されました。そこで、遺言書を作成
した経緯や有効性について、Ａの入所中の介
護記録に何かヒントがないかと思い、施設か
ら送付嘱託という手続きで介護記録を取り寄
せました。送付嘱託というのは、民事訴訟法
に規定されていて、簡単に言えば第三者が裁
判に必要な文書を持っていて、その人が裁判

所へ送ってくれる見込みがあるときに、裁判
所に申立てて送付してくれるよう依頼するよ
うな手続きです。結局、その送付嘱託によっ
て取得した介護記録には、遺言書の作成に関
する直接のヒントは書かれていませんでした
が、そこには、ＹがＡにしばしば面会に行っ
ていたことや、ＡがＹの所に行くのを楽しみ
に待っていたなどということが書いてありま
した。これによって、ＡとＹが不仲であると
いうことは否定でき、ＡがＸに遺言をしたと
いう動機の一つをつぶすことができました。
また、ＡがＹの家に行った時に、Ｙの妻と昔
の歌を一緒に歌っているDVDのデータがあ
り、それをSDカードに入れて証拠として提
出しました。これもＡとＹが不仲でなかった
ことを示しています。
　Ｘへの遺言書の中で特徴的なところは、判
この代わりにつぶれた指印が２ヵ所押してあ
ることでした。また、文字はペンのようなも
ので書いてありましたが、遺言書上の字体が
統一されていなかったり、生前Ａが書いてい
た字と異なっていたりというような事情があ
りました。そこで、指紋と筆跡の鑑定をして
もらおうと考えました。指紋や筆跡を鑑定す
る事務所をネットで検索したところ、東京に
そういう事務所があるということが分かりま
した。東京に行った時にその事務所に行った
ところ、仲間が最近、鑑定の事務所を開設し
たので、そこの方が近くていいと言われ、そ
こに行くことにしました。その事務所に予約
を取って行きました。そこの鑑定人の先生か
ら、「今まで見た遺言の中で、堂々と指印が
押してあって、それがしかも偽造であるとい
うのは経験したことがない。書体に違いがあ
ると言っても、それは誤差の範囲内である。
個人差はあるけれども、何回も書くうちに字
体が変わるということは多少あり、その範囲
内である。鑑定をするだけ費用の無駄だ。」
と言われ、がっかりして帰ってきました。専
門家の鑑定を得られなかったために、Ａが生
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前に書いた書道の作品や字が書いてある絵な
どを証拠として提出しました。Ａの住所には
風という字が付き、遺言書にもその住所が書
いてありました。Ａはその風という字の内側
を省略して点を二つ書くという特徴がありま
した。しかし、遺言書に出てくる風の字はこ
れとは違う字でした。それに加えて、立証と
して、原告であるＸ本人に対する尋問をしま
したが、その中で、Ｘは、ＡがＹへの不満か
ら気休めで歌詞カードの裏に遺言を書いたと
いうような話をしました。気休めということ
になると、本当の遺言をする気持ちがなかっ
たことがうかがえます。
　結果はＸの請求を棄却するというもので、
依頼者であるＹの勝訴でした。判決の理由で
すが、Ｘへの遺言書の字体はＡのものと異な
ることや、字体の統一が取れておらず、同じ
字が何人か違う人によって書かれたような印
象があるということ、本件建物はＹの事務所
として使用しており、Ｘがそれを取得するこ
とになると、Ｙは業務を行えなくなり、Ａと
Ｙとの関係はそれほど悪くないのに、そのよ
うなことをするとは考えられないということ
でした。裁判の途中、本人を尋問する前に、
裁判官から、Ｘが姉でＹが弟という関係から、
和解はできないかという話があって、和解の
試みをしました。Ｘは、弁護士会を通じてＡ
個人やＡの事務所の銀行口座の取引明細を取
得していました。その中には使い道が明らか
でない出金記録が多数ありました。Ｘは、そ
れをＹが勝手に使ったという前提で、その金
額も含めた額での和解案を提出してきまし
た。Ｙとしては、その預貯金は事務所の費用
やＡとその妻（ＸとＹのお母さん）の介護に
使ったもので、その和解案には到底応じられ
ないということでした。また、Ｘは、Ｙが事
務所を継いでからしばらくして退職しました
が、その時に退職金を払っていました。その
退職金の額は、2000万円くらいで、通常の士
業の事務所の事務員に払う退職金の額をはる

かに超えており、実質的にはＡの財産の生前
贈与でしたが、税金対策のために退職金の形
を取ったというものでした。それにもかかわ
らず、そんなにお金を要求するということは
納得できないと憤慨して、和解案を拒否して
判決に向けての手続きを進めていったのでし
た。先ほど述べたように、鑑定人の先生が、
堂々と指印を押してあって偽造であるという
のは経験したことがないと言っていたので、
それにもかかわらず判決に向けて手続きを進
めるというのは内心、不安がありました。し
かし、判決で指摘されたように、本件建物
はＹの事務所であって、Ｘが取得してしまう
と、Ｙはそのままでは業務を行えなくなりま
す。仮にＹがＸとの間に賃貸借契約などを結
べば、引き続き事務所として使用することが
できますが、できない場合には事務所を出て
いかなければなりません。明け渡さなければ
なりません。結果的には、その点が逆にＹに
有利な事情として考慮されました。鑑定士の
話を聞いたときには、できればＹを説得して
和解で話を終わらせたほうが良いと思って、
強く和解を進めようと思いましたが、結果的
にふたを開けてみればＹは全面勝訴したこと
から、和解を強く勧めなくて良かったと思い
ました。
　これは余談ですが、Ｘの代理人は、訴訟を
提起する前には、ＡがＹに贈与をした時には、
既に意思無能力者であり、贈与は無効である
というような主張もしていました。しかし、
裁判になった後にはそのような主張はしなく
なりました。この理由を想像すると、多分、
Ｘへの遺言を書いた時に、Ａは既に施設に入
所しており、場合によってはそちらの遺言に
ついても意思能力が問題になるという可能性
を考慮して、そのような主張をやめたのかと
思います。先ほど述べたように、和解の話が
出たときには、和解になればいいかと個人的
には思いましたが、結果的には和解しなくて
全面勝訴という形で終わって良かったと思い
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ます。以上です。

司会　どうもありがとうございました。残り
時間があまりございませんけれども、少し延
長したいと思います。何かご質問いただきた
いと思うのですが、ご報告をいただいた人の
順番で質問を受けたいと思います。お三方に
共通の質問ということであれば、それでも構
いませんけれども、まず、新井弁護士に対す
る質問等がございましたら挙手していただき
たいと思いますが、いかがでしょうか？　　
どうぞ。

小柳　法科大学院３年の小柳といいます。今
日は先生がた、貴重なお時間、貴重なお話を
ありがとうございました。新井先生にご質問
したいのですが、今回のケースのような場
合、遺言書の保管とか執行については、どの
ようなアドバイスをされるんでしょうか？　
　あるいは、こういったケースの場合、実際、
保管とか執行というのはどういうふうにやっ
ていくのか、教科書などを読んだだけでは、
その辺のところがいつも分からないので教え
ていただければと思います。

新井　公正証書遺言という前提でお答えしま
す。というのも、遺言書の作成にあたって弁
護士が依頼を受ける場合、自筆証書遺言を作
成するというのはほとんどないように思いま
す。少なくとも、私の経験ではありません。
私の経験ですと、すべて公正証書遺言を作成
するということで依頼を受けます。質問に
あったように、では、その公正証書遺言の保
管というのはどのようになっているのかにつ
いてですが、公正証書遺言の場合には、その
原本が公証役場で保管されます。ですから、
紛失等についての心配はないと言われていま
す。

小柳　ありがとうございました。

司会　よろしいですか？　それではその他何
かご質問ございますでしょうか？　

阿部　ちょっと、まだいいですか？　僕から
質問してもよいですか？竹澤先生よろしいで
しょうか？

司会　どうぞ。

阿部　すみません、それでは竹澤先生にです
が、基本的には、これは法定相続で、その人
の感情とかは十分くまないで決まってしまっ
たということですね。私が知りたいのは、そ
ういう結論が出て財産分与もされた、その後
の人間関係みたいなのはどうなっているの
か、その辺のフォローをされたことはありま
すか？　われわれの生活からすると、それが
一番大事なんですね。

竹澤　事件解決後にはどうなっているかとい
う話はめったに聞かないですかね。

阿部　それでもう、みんな、あきらめるもの
なんでしょうか？

竹澤　今回の事件の場合は、その後に遺留分
の請求が来るのではないかと予想していまし
たが、それもなく、結局それで終わってしま
い、何もありませんでした。他の先生は何か
ございますか。

阿部　それで丸く収まっていれば、それでい
いんですけど。

飯塚　事件後の関わりはあまりやらないです
けれども、大体、弁護士の所に相談に来るよ
うな事案というのは、もうかなりこじれてい
るものが多いので。そうなると弁護士が何か
言ったからといって感情的なものが解決でき
ることはほとんどないので、その後はほとん
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ど関係が断絶しているような事案が多いのか
なと思うんですけど。ただ、できればそうい
うふうに争いにならないようにするのが一番
なので、そういった意味では被相続人になる
方がちゃんと遺言書を作ってもめないように
配慮しておくというのは大事なんじゃないか
と思っています。

阿部　はい、分かりました。自分のこととし
て受け止めます。

司会　どうもありがとうございます。もう、
お三人の方に質問という形で構いませんの
で、何かございましたら、ご質問とか頂けれ
ば。どうぞ。

岩村　法学部４年の岩村です。貴重なお話を
ありがとうございました。まず、飯塚先生に
質問ですけれども、調停の話で、弁護士さん
が付く前は１年ぐらいかかったとおっしゃら
れていましが、弁護士さんが付いてからだ
と、どのぐらいの期間かかりましたか？

飯塚　弁護士が付いた後でもなかなか時間が
かかったと記憶していまして、大体、付いて
からでも半年ぐらいはかかったと思います。
まず弁護士が途中から付いた場合には、依頼
者から話を聞くだけだと事情がよく分からな
いところがあるので、最初に調停に行ったと
きに、裁判所から今どういうふうになってい
るかというのを聞きました。それで、今まで
出ていた書面で、謄写した方がいいものがあ
れば謄写したいんですがというふうに話し
て、事情も詳しく聞いて、資料を取り寄せて、
それからこちらの主張をまとめたので、それ
だけでもやっぱり２ヵ月、３ヵ月ぐらい経っ
てしまいました。それから話し合いの条件を
それぞれ持ち帰って検討したりすると、時間
がまたかかってしまうので、それでも半年で
すかね、そんな感じです。

岩村　ありがとうございます。

司会　まだございますか。

岩村　すみません。私の知り合いが弁護士を
付けないで調停していたら、調わなくて裁判
になってしまったのですけれども、調停の段
階で弁護士を付けないで解決するという例は
多いのですしょうか、少ないのでしょうか？

飯塚　どれぐらいあるかは、ちょっと分から
ないのですけど、新井先生、どうですか？

新井　現在は、随分と弁護士が代理人になる
ケースは増えたように思います。ですが、あ
くまでも私の印象ですが、今から10年くらい
前ですと、弁護士が代理人になる事案はそれ
ほど多くなかったと思います。特に地方の家
庭裁判所ということになれば、東京などに比
べて、代理人がいない場合の方が多いように
思います。ですから、代理人がなくて解決す
るというケースは稀なことではないと思いま
す。

岩村　ありがとうございます。

司会　よろしいでしょうか？ 

八木　八木と申します。ちょっとお聞かせく
ださい。飯塚先生がお話の中で、相続人が何
人もおられて、被相続人との関係がいろいろ
あって、その相続人が自分は生前こういうこ
とをしたとか、いろいろ問題が出てくると、
全部問題が出でこないところで、答えがよく
分かっていないで話し合いをしたときに、自
分に都合のよい主張をしたりして、証拠が
はっきりしないときなどはなかなか話がまと
まらないのではないかと思うわけです。それ
で弁護士の先生がたくさん苦労をして、先ほ
ど途中で審判にという言葉を使われて、もう
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弁護士さんの手から離れて審判ということは
裁判のほうに全部任せなさいというふうにと
らえたんですけど、その点で、そういうこと
は多いのか、最後に審判に預けちゃうと、そ
こで決められたことは一切、相続人たちは法
律的に納得しないといけないのか、そこで決
定されたことが必ずそこで終わりということ
になってしまうのか、その点を教えてくださ
い。

飯塚　まず審判という手続きなのですけれど
も、遺産分割の場合は、まず通常は調停を
やって、話し合いでどうしてもまとまらない
場合に審判の手続きに移行するのですね。そ
の場合でも、弁護士から全く手が離れるとい
うわけではなくて、審判に向けて必要な証拠
とか主張というのは弁護士が提出します。審
判は、おっしゃるとおり、裁判所のほうでこ
れはこういうふうに分けなさいと決める手続
きなのですけれども、調停と違って審判の場
合どこに不都合があるかというと、調停のよ
うに柔軟な解決が難しいという点です。例え
ば、調停の場合、この土地は誰がとか、建物
は誰がとか、そういうのはなるべく希望に沿
う形でできるんですけど、審判の場合は本当
に法定相続分どおりに分けられるようにする
ので、例えば土地が共有になってしまった
り、売却して分けるという場合でも、調停の
中だったら自分たちで売却の手続き、誰にど
ういう金額で売るのか決められるのですけ
ど、審判になると競売の手続きを利用したり
しなければいけないので、そうなると普通に
売るよりも安くなってしまうことが多いの
で、そういう場合、審判はちょっと不都合が
あるのかなと思います。もちろん、決めても
らうというのは最終的な解決という意味では
大事だと思うですけれども。それと、審判で
出たことが争えないかどうかっていうご質問
なのですけれども、これはもちろん争えま
す。家庭裁判所の方で審判を出すのですけれ

ども、その審判の結果に不服があるときは、
それより上の裁判所、高等裁判所の方で即時
抗告という手続きを取ることができます。も
う一度考え直してくださいという手続きなの
ですけれども、一応それはできます。もし即
時抗告で出た結果にも不服がある場合は、最
終的に最高裁判所に特別抗告とか許可抗告と
いう手続きを取らないといけないのですけれ
ども、最高裁というのは基本的に憲法違反と
か重大な法律違反とかがないと難しいので、
実質的には即時抗告までということになりま
す。それでもう争わなければ、そのとおりに
分けるしかないということになります。

八木　ありがとうございました。

司会　よろしいでしょうか？　その他、何か
質問等ございますでしょうか？　どうぞ。

中島　法学部２年の中島といいます。今回は
お三方の先生から生の現場のお話をしていた
だきありがとうございました。お三方の先生
の問題と少し違うのですけど、相続がらみの
問題で質問がありまして。例えば、相続人が
きょうだい３人居て、その中の１人の次男が
今まで親に借金の帳消しをしてもらったり職
場を探してもらったりという支援を受けた場
合に、親が亡くなった場合の相続分は次男が
少し、少なくなったりとかするのでしょう
か？

飯塚　就職先を探したりというのは金銭的な
ことではないわけですよね、そういうのはあ
まり考慮はされないと思うのですけど、相続
人の誰かの、例えば次男の方の借金を親が代
わりに払ったというのは特別受益ととらえら
れているので、そういうものがあれば具体的
相続分を決めるときに、その分を考慮するこ
とはできます。あとは、それを実際に親のお
金から払ったというのが何か資料として残っ
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ていないと、借金を払ってもらった次男が、
それは自分で払ったのだと言い張ってしまう
と、あとは証拠で何か出すしかないんで、そ
の辺り、何か証拠があるかどうかというとこ
ろが弁護士になるとちょっと気になるところ
です。

中島　ありがとうございます。

司会　その他、何かございますか？　まだ時
間を延長しますので、ご遠慮なく。いかがで
しょうか、ございませんか？

小柳　２回目の質問で申し訳ございません。
法科大学院３年の小柳と申します。飯塚先生
にご質問したいのですけど、ちょっと細かい
ことになるのですが。最終的には500万円の
持ち戻しで決着したということで、多分、先
生が出された黙示の持ち戻し免除意思表示に
ついてのいろんな証拠が効いていたのだと思
うのですけれど、実際にどういう証拠なのか
差し支えない範囲で教えていただければ。例
えばどういったものを出していくのでしょう
か？

飯塚　持ち戻し免除の証拠で直接的に関連性
の強いものは通常なかなか集められないの
で、こちらとしては、まず、持ち戻し免除の
意思表示があったであろうということを主張
として組み立てました。その主張にもちょっ
と苦しいところはあるのですけれども、三男
が今までどういうふうに母親の面倒を見てき
たかというところを詳しく書いて、今後も三
男が母親の面倒を見ていくという前提で母親
から三男にお金が渡されたということがメイ
ンのストーリーだったのです。なので、実際
に三男が母親の面倒を見ていたということ
を裏付ける証拠ぐらいしか出せませんでし
た。今回の場合は、三男は東京に住んでいて、
栃木県の母親の所まで毎週通っていたので、

通っていたというのが分かるような資料を出
してもらいました。ご本人がまめな方で、い
つ幾ら、どういう名目でお金を払ったかとい
うのをいろいろメモしていたんので、そうい
う家計簿的なものを出したり。もともと車の
免許は持っていたのですけど、東京の方なの
で乗っていなかったんですね。けれども母親
の面倒を見るのに車いすが乗れる車を購入し
て、それを運転する必要があり、もう一度練
習のために教習所に行っていたので、その費
用が分かる領収書とか。あとは、母親も普段、
誰も居ないときには介護のヘルパーさんとか
を頼まなければいけくて、そういった契約と
かヘルパーの介護計画とかに三男の人が署名
しているものがいろいろあったので、そう
いったものを出したりしました。ただ、実際
は、それで持ち戻し免除の意思表示を裏付け
るというのはちょっと苦しいところではあっ
たので、そういった意味で、なるべく話し合
いで解決したいということで、こういった半
額ぐらいの落としどころで解決したという感
じです。

小柳　ありがとうございます。

司会　難しいですよね、黙示の意思表示とい
うのは立証できないですね。持ち戻しが特に
なかなかできないですね。だから、三男の
人が500万円持ち戻しをしないことで合意に
至ったというようなことは奇跡的だなという
感じがします。ただ、長男と二男に弁護士が
付いていないというのがあって、これが付い
ていたら恐らく裁判は負けていたのではない
か。審判に行ったら負けていたのではないか
という感じが僕は個人的にしているのですけ
れども。なかなか厳しいですよね。

飯塚　厳しいと思います。

司会　調停で収まって良かったなという印象
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ですね。勿論飯塚さんの能力によるところが
大きいと思います。いかがでしょうか、何か
ほかございますか？

石川　法学部の非常勤講師の石川です。貴
重なお話をどうもありがとうございました。
ちょっと漠たる質問で、むしろ控えていたの
ですけれども、お時間があるというのでお聞
かせいただきたいんです。飯塚先生と新井先
生も、もし、活動的なものがおありでありま
したら、ちょっとお聞きしたいんですが、こ
の遺産分割の調停の手続きで、先ほど学生さ
んのご質問に、先生が代理人に付かれてから
半年ぐらいということだったんですけれど
も、漠たるイメージとして、このごろ家庭裁
判所が非常に案件をたくさん抱えているもの
ですから、あまり調停委員の方が丁寧に話を
聞かずに、整理すべきところを過剰なくらい
整理してしまって、特にきょう、お話があっ
た特別受益の点と逆に、お話のあった寄与分
のところについては、とにかくあまり言わせ
ないような形で処理するような実態があるよ
うなことを多少お聞きしているんですが、こ
の件に必ずしも関わらずに、今まさに北関東
の法律問題的に言えば、この辺りの家庭裁判
所の状況というのはどういうものなのかとい
うことを一つお聞きしたいのと、きょうはお
話のテーマになっておりませんので、また別
の機会があればお聞かせいただきたいという
ことで、あらかじめ。なんか教師感情丸出し
で、宿題を出すようで恐縮なのですが、寄与
分の問題というのがやはり非常に難しいとい
うか、特に相続人の寄与という形でとらえた
ときに、きょうも多少お話に出ていたと思う
んですけれども、相続人の妻の方がこうし
た、みたいなケースがあるときに、それをど
のように乗せていくか。特に、相続人になる
はずの人、つまり推定相続人が亡くなってし
まっていて、その配偶者が残っているけれど
もどうか、みたいなことについて。これはま

た機会があればお聞かせをいただきたいとい
うことで、先に伺っておいて申し訳ないので
すけど。今の大体この辺りの家庭裁判所の調
停の進め方というのは割に穏やかなのか、そ
れともかなり忙しくなっているのか、その辺
りを差し支えのない範囲でお聞かせいただけ
るとありがたいのですが、特にないでしょう
か？　東京、横浜で聞きますと、とにかく相
続人はこの方だというのは確定できるわけで
すけれども、相続財産がこれとこれとこれで
すね、ということで、うっかりすると最初か
ら預貯金なんかはある種、はずしにかかるみ
たいなやり方で始まっていく。それで例え
ば、建物があるときに当該被相続人が所有し
ていた建物について、実はある種、寄与的な
形で、もしかすると共有の主張になり得ると
いうようなことを相続人の１人が言うにして
も、そのことを聞かないでいて、とにかく相
続人にその財産を突っ込んでおいて、最終的
に給付みたいな話になるところで、それは特
別に何々はならないからというような形で切
り捨てられるようなケースがあるみたいなこ
とを聞いているものですから、それでお聞き
しているだけで、特に問題がないようであれ
ば、そういうお答えでもちろん結構なんです
が、ご教授いただければと思います。

新井　そのような話が一般的になっていると
いう印象はありません。私の印象ですと、本
当に調停委員によって異なるように思いま
す。

飯塚　おっしゃるとおりで、調停委員によっ
て全然違います。ちゃんと話を聞いてくれる
方はもちろん居るのですけれども、本当に申
立書だけ見て決めてかかっていて、これはこ
うなんでしょ、ああなんでしょ、と決め付け
て、当事者の話をほとんど聞いてくれないよ
うな方も中には居ました。私たちが携わるの
は、もちろん弁護士が付いている場合なの
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で、そういった場合に調停委員に対して反論
したりできるのですけれども、もし当事者だ
けでやっているような場合に、そういう調停
委員に当たってしまうと、ちょっと問題はあ
るのではないかとは思います。

竹澤　難しい事件については、調停委員の２
人のうち、１人が弁護士などの専門職の人が
付くことが多いかと思いますが、主張した事
実について、相手に聞かずに、証拠がないの
でその主張は難しいのではないかといって切
られたことはありました。相手を納得させる
という意味では証拠は必要かと思いますが、
証拠がなくても、相手に伝えるくらいしても
いいのではないかと思ったことはあります。

司会　調停委員の資質等がかなり問題にされ
ているのは間違いないのですね。私は前任校
が東北で、また栃木でも何人か調停委員を
知っておりますが、私自身は不信感を実は
持っています。この人たちに調停ができるの
かという印象が正直あります。それは勿論人
によるのですけれども。そのあたり、一般
に、地域差があるのかよく分かりませんけれ
ども、資質の問題は大きいですね。

石川　ちょっといいですか？

司会　どうぞ。

石川　おっしゃるとおり、調停委員の資質に
よるというのは、私も存じ上げないわけじゃ
ないのですが、このごろ聞いている話で、
ちょっと空恐ろしくなっているのが、丁寧に
聞いて時間がかかる調停委員にはなかなか事
件が配転されずに、どちらかというと、もう
極めて機械的にちゃっちゃっとやってしまう
ような人のところに配転されるようなケース
が既に出てきている地域があるということを
お聞きしたので、この辺りがどうかというこ

とをお聞きしたくて。要するに、家裁が持っ
ている案件そのものの問題で、お話のよう
に、もめる形のケースというのは、よく言え
ば権利意識が皆さん、強くなってきているか
らでしょうけど、私ももともとは北関東の人
間なので、自分で言うのはなんですけど、そ
んなに権利主張はないだろうという部分があ
るので、そんなにひどくないのではないかと
思ってはいたのですが、ちょっと、その辺が。
南のほうからそういう風が流れてきているか
どうかをお聞きしたかっただけなので。どう
もありがとうございました。

司会　ありがとうございました。今日のお話
は、相続前の問題、それから、調停で処理さ
れた問題、相続で済まされた問題、そして遺
言絡みの問題ということでした。すべて出尽
くしましたね。私は、個人的には、遺言書を
残さないほうがいいという立場なので、公開
講座ではいつもその旨の発言をしています。
残したらいい場合もあるでしょうけれども、
残したら残したで、また争いの火種が残るだ
けです。先ほどの質問にもありましたが、事
件は終わったけれども、その後の親族関係は
どうなっているのかというと、恐らく、より
一層ぐちゃぐちゃになっているのだろうと思
うのです。大事なのは今生きている人達です
から死者に生者が踊らされてはいけないと思
うわけです。事件終了後は、もう弁護士が関
われないのですよね。事件以外のことは関わ
れなくて、後は仲良くやってくださいねと言
うしかないのです。なかなか弁護士もつらい
ところがあるとは思いますけれども、非常に
皆さんご苦労されているなという印象をもち
ました。人の痛みを自分の痛みと感じること
は実はなかなかできないです。人の痛みを自
分の痛みと感じなければならないのは、勿論
モラルとしてですが、医者と弁護士ぐらいで
ありまして、大変な仕事だと思います。しか
し、ここにご登場のお三方はこれからも北関
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東のために一生懸命やってくれると思いま
す。きょうはお忙しいにもかかわらず、ご出
席・ご報告いただき、本当にありがとうござ
いました。これで今年の『北関東の法律問題』
のシンポジウムを終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。

（了）


